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平成２２年７月１０日                            明治大学雄弁部 

部員各位                                  西村真紀（政２） 

 

労働力不足解消の策としての外国人労働者 
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０．はじめに 
今回のテーマである外国人労働者問題はバブル景気以降の 1980 年代後半から始まった問題である。バブル景

気から現在に至るまで、労働力不足は途切れることなく続いており、その解決策として、外国人労働者は議論さ

れてきた。さらに、近年、外国人労働者問題は、尐子高齢化問題に伴う労働力減尐が問題視される中で、その解

決策として浮上し議論されている。本レジュメでは、労働力不足解消の為の解決策として外国人労働者問題を検

証していく。 

 

１．外国人労働者問題が取り上げられる理由 
・尐子高齢化問題に伴う労働人口減尐の対策として検討されているから  

・いわゆる３Kの職場での労働力不足が深刻だから 

・グローバル化に伴う国際的人材獲得競争の発生があるから ex）IT分野 

 

２．尐子化の現状、将来予測 

 
 生産人口は 1995 年をピークに減少に転じている。総人口も 2006 年をピークに減少に転じた。 

 高齢化の要因：経済成長による食生活の充実、医学の進歩⇒平均寿命引き上げ 

 出生率低下の要因：所得の上昇による労働力としての子供の必要性減少、女性の社会進出 
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３．人手不足の現状 
労働者過不足状況から判断すると、正社員等の労働者は過剰、パートタイム労働者は不足の状況にある。 

ただし、業界別にみると、流通業、飲食業、医療福祉業の労働力が不足している。 

中小企業における今後 3年程度の業種別人員の過不足見通しでは、医療・福祉の不足感が最も高く、「かなり不

足」、「やや不足」を合わせると 47.2％と高い割合となっている。また、「かなり不足」は 22.9％を占めており、次点

の運輸業でも 11.8％に過ぎず、他業種に比べて圧倒的な高さとなっている。 
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４．外国人労働者問題の歴史的経緯 
＜１９８０年代後半＞ 

外国人労働者受け入れへ 

背景：プル要因 

貿易黒字に伴う貿易摩擦→プラザ合意（「輸出依存」の経済構造から「内需主導」の方針を打ち出す） 

→円高容認（1 ドル＝260 円から一時は 1 ドル＝８０円に）→円高不況→対円高金融財政政策（金融緩和、

公共投資拡大）→バブル 

 

以上、円高不況により日本企業はアジアへの生産拠点の移転を急速に行う。 

∴輸出主導型→国際分業型へ・知識・サービス業部門の拡大 

 

バブル期の労働力不足 

 原因）・企業経営の基本方針（１、市場のシェア拡大、２．顧客への過剰サービス）による労働力不足 

 ・人口構造、高学歴化などの要因により若年労働力の供給が弾力性を失う 

 ・「豊かな社会」となり重筋労働、単純反復労働は忌避されるようになる 

 

∴人手不足の深刻化⇒外国人労働者導入の検討 

 

プッシュ要因（アジアにおける） 

１．アジアに巨大な人口を抱える国々の存在＋若年労働力人口の巨大なプール 

２．工業化に着手し始めて、産業構造の変化がみられるものの、国内の雇用機会は限られている。 

３．国内の貧富の格差拡大・・・人々は豊かさを求めるように動き始める 

 

    ⇒産業間労働力移動が始まり、「出稼ぎ」が豊かさを得る手段として登場 

 

    加えて、当時のアラブ産出国の出稼ぎ労働力が縮小＝＝＝プッシュ要因の確立 

 

プッシュ要因とプル要因は成立したが、制度上の問題があった 

・・・出入国規制の単純労働分野で就労する条件が厳しかった。 

 

そこで、バブル期において企業は 

 １．一部の中小企業が不法就労者を雇用（主にフィリピン、タイ、パキスタン、バングラディッシュ、イラン） 

 ２．日系一世（大抵は日本国籍を持っている）を雇用 

 

労働条件…賃金水準は日本人女性パートより若干高め。日本人の嫌う「劣悪な労働条件の仕事」を割当てた 

 

 

＜1990年代：失われた 10年＞ 

 外国人労働者の滞在が長期化、日本の労働市場の国際化が安定 

 

 ・外国人労働者の動向 

   １．慢性的に労働不足状態の地域、産業、企業があり、非常に根強い外国人への需要が存在 

   ２．母国に職がないため外国人労働者は、労働不足の分野に流れた 

    ・・・結果的に外国人労働者は減らなかった。 

・政府のスタンスと法改正 

・1988年の統一見解 経済運営五箇年計画、第六次雇用対策基本計画 

   「専門的・技術的分野の労働者は可能な限り受け入れるが、いわゆる単純労働者の受け入れは十分慎 

   重に対応する」 

・1990年の法改正  

   １．単純労働者の需要は日系人の入国規制緩和などで補う（2世、3世に在留資格） 
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   ２．不法就労助成罪の新 

 ・外国人定住化による新たな問題 

    

５．外国人労働者受け入れの現状 
合 法 的 就 労 者 数 の 内 訳 （ 2006 ） 

・ 専 門 的 ・ 技 術 的 分 野   約 18 万 人 ← 約 10 万 人 （ 1996 ） 

・身分に基づき在留する者（主として日系人の定住者、永住者等）   約 37 万人←約 23 万人（1996） 

・技能実習生等の特定活動  約 9.5 万人（うち技能実習生約 7 万人）←約 1 万人（約 0.6 万人）（1996） 

・資格外活動（留学生のアルバイト等）  約 11万人←約 3万人（1996） 
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５-１．高度人材 
1988年の状況 

 １．全体的には本社部門において尐人数に限定して雇用している企業が大半 

 ２．アメリカ人が全体の 3割（1980年代後半の北米市場の大きさを反映） 

 ３．職種別構成 

  海外事業関連業務、外国語教師、外国人顧客サービス、 

  それ以外にも外国人であることが必須の条件ではない仕事にも多く進出。1980年代後半から外国人専 

  門職が急増 

   →国内で不足してきた専門職の人材資源を海外から調達 

 

・当時の企業の要望：在留資格上就労可能な仕事の範囲をできるだけ明確に定めてほしい 

・外国人専門職の不満：職業能力開発やキャリア形成に関して明確な将来展望を持てない・・離職率が高い 

 

1988年からの状況 

 経済運営 5 ヶ年計画 第六次雇用対策基本計画、出入国管理法改正で専門的、技術的労働力の受け 

 入れに関しては規制を緩めるスタンスに。 

 

→しかしながら、1990 年代の長期的不況により、外国人の専門的技術的職種への採用は期待されたほど進展し

なかった。 

 

2000年代からの状況 

 外国人 IT技術者の活用 

・e-Japan基本計画・e-Japan戦略 

「2005年までに 3万人程度の優秀な外国人人材を受け入れ米国水準を上回る高度な IT技術者・研究者 
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を確保する」 

１．資格制度の国際標準化       ２．アジアにおける e-learningの促進  

３．外国人受け入れ関連制度の見直し  ４．IT分野の外国人受け入れ、定着の促進 

 

現状の課題：外国人 IT 技術者は増大している。しかしそれは中国人留学生の増大によるものであって、戦略の

ように優秀な人材を確保できていないのではない。（社団法人情報サービス産業教会「会報」62号 2001年） 

 

 

＊高度人材における問題点 

高度技術者のうち興行が約 6割をしめている現状 

離職率が高い：職業能力開発やキャリア形成に関して明確な将来展望をもてないことによる 

住みにくい日本：外国人向けの自治体サービスが行き届いていない 

昇進速度の遅さ 

移動についてのルールの不透明さ 

 

 

５-２．単純労働者 
外国人労働者の単純労働者受け入れは禁止されている。しかし、日系人や外国人研修、技術実習制度によって、

外国人労働者は単純労働者として受け入れられている。 

 

Ａ．日系人 ※日系一世、日系二世（二重国籍）→日本国籍を有する日本人であり、就労には制限がない 

 

＜ブラジル日系人の母国日本への出稼ぎ＞ 

日系人の経緯 

戦前：戦前から戦後に至るまでブラジルに入植した日本移民 

  1896から 1945年で 約 100万人の日本人が海外に移民。このうち中南米全体への移民は 25万人、  

    ブラジルへの移民は 19万人 

 

戦後：日本：戦後、高度経済成長期に国内雇用が拡大→ブラジルへの日本移民は急速に減尐 

   プラザ合意以降の政府の内需拡大策により国内需要増大。製造業を中心に人手不足に 

 

ブラジル：1973年のオイルショックまで「ブラジルの奇跡」と言われる高度経済成長 

日本から総合商社が進出、現地法人：日本からブラジルへの労働移動は企業内転勤が主流に 

          

1982年累積債務問題の顕在化→1970 年代後半から断続的インフレ 

    →日系人も「ブラジルからの一時脱出」を考えるようになる。（プッシュ要因） 

日系人関連法案の改正 

１．入国管理法改正（1989）→在外日系人とその家族の資格が明確に整備され、日系 1世～三世およびその 

 配偶者に「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格が付与。 

２．ブラジル刑法 206 条の改正：海外就労にかかる勧誘の禁止→詐欺または不正行為により外国領土に送り 出

す行為の禁止に改正 

 

日系人の雇用形態と職種 

 

日系人の雇用形態には４つのタイプ 

タイプⅠ：企業から直接雇用されている日系人労働者で, 日本人正社員と同じ立場 

タイプⅡ：企業から直接雇用されているが,日本人の嘱託, パート・アルバイト, 期間工, 季節工と同じ立場に  

      ある日系人労働者 

タイプⅢ：企業から直接雇用されるのではなく,この企業と契約した請負会社に雇用され, 社外工としてこの企 

      業で働いている日系人労働者 

タイプⅣ：派遣会社から派遣社員としてこの企業に派遣された日系人労働者 
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日系人労働者が多いのは 2 番目と 3 番目のタイプであるといわれている 

日系人労働者の 6割が間接雇用で就労しており、間接雇用は日経労働者の雇用就業形態の大きな特徴 

なお、日系人の雇用形態は製造業の技能工が非常に多い。 

 

Ｂ．研修技術実習生 
 外国人研修（在留資格「研修」） 

1 年以内の期間において我が国産業界の技術・技能・知識の修得を支援するための制度。技術等を教材により

研 修 （ 座 学 ） す る 非 実 務 研 修 と 生 産 現 場 で 生 産 に 従 事 す る 実 務 研 修 に 大 別 さ れ る 。 

（実務研修の割合は、研修全体の 2／3 以内。）なお、実務研修は労働ではなく、報酬の支払いや残業等は認め

られない。 

 

技能実習（在留資格「特定活動」） 

研修で修得した技能をより実践的・実務的に習熟する制度。研修終了後、一定の水準に達した者が、研修期間と

合わせて最長 3年の期間内で行う。研修と異なり、雇用関係の下、技能の修得を行うこととなるため、労働諸法令

の 適 用 を 受 け る 。 

また、技能実習の行える職種は限定されている。 

 

実務研修を伴う研修生受入れパターン 

 
 

 

外国人研修、技術実習生の受け入れ状況 

 

・入管法改正前：政府機関と外国に進出した企業が、その現地法人や合弁会社から受け入れること中心。 

          中小企業が外国人研修生を受け入れる事例は尐ない 

・入管法改正後：法務省の受け入れ期間拡大の告示 

        国際研修協力機構（JITCO）の設立 

 

p.137 表８－１ 受け入れルート別外国人研修入国者の推移 1991-2001 

JITCO経由の団体監理型の比重が年々増加・・・中小企業中心 

表８－４ 企業規模別技術実習移行申請者状況 

  

 cf）団体監理型とは…複数の中小工業などが事業協同組合を立ち上げ、その組合の仲介、斡旋により研修生を

間接的に受け入れる制度 

 cf）企業単独型とは…大手メーカーなどの受け入れ企業が自らの海外現地法人等から研修生を独自かつ直接

的に受け入れる制度 
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５-３．非正規滞在 
 

 非正規滞在：入管法に違反して、違法な状態で在留（不法入国、不法上陸、不法残留） 

         適法に在留しているが、在留中の行為が好ましくないもの。（刑罰法令違反、売春関与、資格外活

動、不法入国、不法上陸の手助け、など） 

 

単純労働に従事する外国人の入国は禁止されているが、日本の労働不足をうけて非正規滞在の外国人の就労

が目立つように・・・行政は労働力不足の現状があるなかで、退去強制ができないで黙認 

 

現状の対策。 

 入国管理の厳格化、入管法違反の集中摘発実施、不法就労防止キャンペーンなど。 

６．近年の取り組み 
 看護、介護分野 

 ・東南アジア諸国との FTA・EPA 交渉→外国人看護

師・介護士の就労受け入れ問題の進展 

・日本とフィリピンの EPA合意（2004） 

 インドネシアからは２年 間で計 １０００人 を上

限に受け入れる。来日して半年間、日本語研

修を受けた後、病院などで働く。看護師は３年、

介護士は４年以内に日本の国家試験に合格

しなければ、帰国を余儀なくされる。  

  

 

 看護職員需給の見通し 

 

  供給 需要 不足 

平成 18

年 
127万 700人 131万 4300人 4万 3600人 

平成 22

年 
138万 9100人 140万 6200人 1万 7100人 

 

介護職員の需要の見通し 

380万人程度（2003）→500-520万人程度（2008）→600-640万人程度（2014） 
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産業別未充足求人の状況（2010年 6月末日現在） 

各団体の対応 

・日本経団連：外国人の受け入れ政策の推進をもっとも積極的に進めている 

・日本医師会、日本看護協会：外国人看護師の受け入れには慎重。日本語での日本の国家試験に合格し

た者に限定しての受け入れは認めている。資格の国家間相互認証は認めていない。 

・日本労働組合総連合：労働条件悪化や労働力不足を懸念 

               

 

課題：別紙参照（読売新聞一面） 

 

８．代替案 

８－１．雇用のミスマッチの解消 

求職数に見合う数の求人数があるにも拘らず、条件があわないため雇用が創出されないこと。需給のミスマッチと

もいう。 

厚生労働省の推計では、失業の原因の 4 分の 3 は雇用のミスマッチとしている。これを解消することで職を求

める被雇用者と人材不足の雇用者を結びつけ、日本の人材の有効活用をするもの。高まる失業率を抑制する効

果も見込まれる。 

 

1.産業別未充足求人の状況 

産業別の未充足求人数をみると、飲食店, 宿泊業が 8.9万人で最も多く、次いで卸売・小売業が 8.7万人、製造

業が 8.4万人となった。欠員率でみると、飲食店, 宿泊業が 2.7％、情報通信業が 1.6％となった。 

 

2.職業別未充足求人の状況 

職業別の未充足求人数をみると、専門・技術的職業従事者が 12.5 万人で最も多く、次いでサービス職業従事者

が 11.4 万人、生産工程・労務作業者 8.7 万人、販売従事者が 7.0 万人となった。欠員率でみると、保安職業従

事者が 2.8％、サービス職業従事者が 2.0％となった。 

 

 

・医療・福祉の職種 
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有効求人数と有効求職者数の推移をみると、2000 年以降求職者の伸びを上回る勢いで求人数が増加しており、

2003 年以降はほぼ一貫して求人に対して求職が足りていない状況が拡大してきた。足下では世界的な不況の

影響もあって求人数がやや減尐しているが、求人が求職を大きく上回っている状況に変わりはない。  

 

・製造業の職種である生産工程・労務の職種 

有効求人数と有効求職者数の推移をみると、求人数の推移に比べ求職者数はかなりの高水準で推移しており、

ほぼ一貫して求職に対し求人が足りておらず、足下でその差は一段と拡大している。 

 

なお、求人と求職の差を計算すると、医療・福祉では最大で約 13 万人の求職不足、生産工程・労務では最大で

約 70万人の求人不足が存在しているといわれる。 

 

3.雇用のミスマッチの要因 

A．業種・職種のミスマッチ 

求人ニーズがある業種・職種と、求職者が希望する業種・職種が不一致することによるミスマッチ。介護福祉、製

造業、営業、設計、IT関連などの専門職種の人材は不足気味といわれる。 

B．能力・経験のミスマッチ 

求人企業が昼用とする職務能力・資格・経験を求職者が満たしていないことによるミスマッチ。求人の４～６割は

経験が必要なものとされる。 

C．勤務条件のミスマッチ 

賃金・労働時間など、求人企業の採用条件が、求職者が希望する勤務条件と不一致することによるミスマッチ。 

D．年齢のミスマッチ 

求人企業では若年者を希望する一方で、求職者には中高年層が多いことによるミスマッチ。求人の約９割が年齢

制限を設定している。 

E．意欲のミスマッチ 

仕事に対する意欲が書ける人柄が社風に合わない等、企業が求める人物像と求職者が一致しないことによるミス

マッチ。企業に対して行った求人未充足の理由の第１位。 

 

4.現状の対策 

・東京仕事センター 

従来のハローワーク経由で就職した者が 

約１割しかいないことに対して東京都が 

作り出した職業紹介所。 

「東京しごとセンター」では若年者から 

高齢者まで幅広い層を対象とし、仕事に 

関する情報をワンストップ（一箇所）で 

提供する。ハローワークが対象としてい 

なかった起業・創業、就農、他にも NPO 

への就業支援も積極的に行いたらい回し 

にせず、一箇所で仕事に関するあらゆる 

要望に応え、年間就職１万件を目指す。 

 

cf)海外の例 

・韓国「雇用上の年齢差別禁止および高齢者雇用促

進に関する法律」 

2009年から労働者を募集・採用する際に、年齢で差

別することが禁止され、2010年からは賃金、賃金外の

金品支給、福利厚生、教育、訓練、異動、昇進、退職、

解雇など、雇用に関するすべての面で、合理的な理

由なく年齢を理由に差別することが禁止される。 
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８－２．尐子化対策 
尐子化とは子供を産む親世代の減尐や出生率の低下により、子供の数が減尐すること。 

人口の高齢化と同時に将来の労働力人口が急減する状況を「人口オーナス（負担）」の始まりという。労働力供給

が今後 30年間で 2000万人程度減尐すると予測される。 

尐子高齢化に対策を打つことで、子供の数を増やすことにより日本の労働力を増大化し、労働力不足を防ぐ。 

 

１．日本の出生率 
日本の合計特殊出生率は 2005年の 1.26 を境

に上昇傾向に転じている。2009 年の合計特殊

出生率は 2008年と同様の 1.37であった。 

 

Cf）合計特殊出生率とは 

１人の女子が生涯に生む子供の数を近似する 

指標である。最近では、出生率といえばこの 

合計特殊出生率を示す場合が多い。 

年齢別の出生率を特殊出生率といい、それを 

合計したものが合計特殊出生率である。 

１人の女子は、2.07人の子供を生めば人口の 

水準が保たれると考えられている。これを人口 

置換水準という。 

 

２．尐子化の原因 

A．仕事と子育てを両立できる環境整備の遅れ

や高学歴化 

1980年代から働く女性の増大、とくに若い世代の女性の労働力率が上昇してきた一方で、仕事と子育てを両立

できる環境が十分整っていなかったことが晩婚化や晩産化につながり、その過程で出生率の動向に影響を与え

てきたと推測できる。 

 

B．結婚・出産に対する価値観の変化 

女性の場合、「ある程度の年齢までには結婚するつもり」とする人は、54.1％（1987 年）から 43.6％（2002 年）と減

尐。「理想の相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」とする人は、44.5％（1987年）から 55.2％（2002 年）

へと上昇している。 

結婚に対して、社会的規範意識よりも個人的な理由に基づくものへと、結婚に対する意識が変化してきていると

推測できる。 

 

C．子育てに対する負担感の増大 

理想の子ども数よりも実際の子ども数が尐ない理由として、子育て費用や教育費の負担をあげる人が最も多い。 

若い世代では、育児の心理的・肉体的負担の重さや子どもの育つ社会環境の問題をあげ、高年齢層では、高齢

を理由にあげる人が多い。たとえば、教育費の負担をみると、幼稚園から大学までの費用は、公立か私立により

変わってくるが、概ね約 1,400 万円から約 2,000 万円かかっている（高校までは教育費、大学では生活費も含

む）。 

 

D．経済的不安定の増大等 

90年代以降の経済の長期停滞の中で、20歳代の若者の失業率が最も高く、若年失業者やフリーターの増大な

ど、若者が社会的に自立することが難しい社会経済状況にある。こうした若者の経済的不安定が結婚に影響を及

ぼし、ひいては子どもの出生に影響を与えている。 

 

Cf）フリーター・ニートとは 



12 

 

フリーターとは日本で正社員以外の就労形態（アルバイトやパートタイマーなど）で生計を立てている人を指す。

一方ニートとは高校や大学などの学校及び予備校・専修学校などに通学しておらず、配偶者のいない独身者で

あり、ふだん収入を伴う仕事をしていない 15歳以上 34歳以下の個人を指す（内閣府）。 

2003 年には、フリーター数は 217 万人と推計されており、15～34 歳の労働力人口のうち、10 人に１人はフリータ

ーとなっている。また、ニートは約 52万人と推計されている。 

 

８－３．高齢者の労働力の有効活用 
日本の平均寿命の伸長に伴い増加す

る高齢者を労働力として活用し、労働

力不足を防ぐ。 

 

１．日本の高齢者人口 

2009年における男性の高齢者人口 

(65歳以上)は 1239万人で、男性人 

口 6216万人の 19.9％を占めた。 

また、女性の高齢者人口は 1659万 

人で、女性人口 6541万人の 25.4％ 

を占めた。 

 

２．高齢者雇用の現状 

 

・就業率 

高年齢者（55～69 歳）の就業率は、男性が 72.2％、女性が 48.5％。男性では 60～64 歳で 75.1％、65 歳～69 

歳でも 52.0％と過半数である。また、年金受給者の就業率は、60～64 歳で男性が 69.4％、女性が 43.6％、男

性では 65～69 歳でも約 5 割が労働に従事している。 

 

・企業整備 

60 歳代前半の雇用については、高齢者の雇用確保措置実施企業割合(51 人以上企業）は 2008 年で 9 割以上

等、量的な面では進展がみられているが、継続雇用での形が多く、希望者全員が尐なくとも 65 歳まで働けるとす

る企業割合は 4割となっている。また、70歳までの雇用確保措置実施企業割合は約 1割となっている。 

 

３．高齢者の労働意欲 

 生涯現役希望は男女とも約３割。引退を考えたことがある者の引退希望年齢は、男女ともに 1 位が「65 歳」、2 

位が「70 歳」で、男性が平均 66.3 歳、女性が平均 65.5 歳である。 

また、労働形態に関しては定年・退職後の希望として、正社員、フルタイム、定年・退職時と同じ企業・同じ仕事が

最も多い。 

定年制については「60 歳より上の定年年齢希望」が過半数、「定年廃止希望」が 2 割弱を占める。「60 歳より上

の定年年齢希望」のうち望ましい定年年齢は、「65 歳」が 8 割程度、それより上も 1 割程度いる。 
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４．現状の政策 

・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 

1971 年に制定された法律。2004 年にこの法律を改正する法律が施行され、年齢による応募や採用の差別を原

則禁止とすることが主な目的とされた。2006 年からは定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年制の廃止か

らいずれか 1つを選んで実施することが義務付けられた。 

 

・継続雇用定着促進助成金 

61 歳以上の年齢への定年の引上げ（定年の引上げに準じた安定的な雇用を確保する措置を含む）や 65 歳以

上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入を行った事業主に対して支給される助成金。 

  

・高年齢者雇用環境整備奨励金 

高齢者のための職場の改善又は高年齢者事業所の設置を行った事業主に対して支給される助成金。 

 

８．論点 

労働人口不足解消のために外国人労働者を導入するか。しないのか。 

する場合：理由、導入程度（ex,単純労働の規制を緩和 など）、制度導入に伴う問題を導入していくのか 

しない場合：理由、労働力不足をいかに解決していくのか 

以下の対立軸の図を参考にしても大丈夫だよ。 
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